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○
幼

稚
園

に
お

い
て

は
、

保
護

者
の

保
育

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
て

、
教

育
課

程
に

係
る

教
育

時
間

（
４

時
間

）
の

前
後

に
園

児
を

預
か

る
「
預

か
り

保
育

」
を

一
般

的
に

実
施

（
私

立
９

６
．

５
％

、
公

立
６

６
．

０
％

）
。

※
預

か
り

保
育

を
実

施
し

て
い

る
園

は
、

そ
の

多
く
が

毎
日

実
施

し
て

お
り

(週
５

日
実

施
：
約

８
割

)
、

長
期

休
業

中
も

預
か

り
保

育
を

実
施

し
て

い
る

園
が

多
い

（
通

年
の

実
施

：
約

７
割

）
。

ま
た

、
長

時
間

の
預

か
り

を
行

っ
て

い
る

園
が

多
い

（
平

日
１

７
時

ま
で

実
施

：
約

７
割

、
長

期
休

業
中

に
８

時
間

超
実

施
：
約

６
割

）
。

○
平

成
１

０
年

か
ら

、
教

育
課

程
を

編
成

す
る

際
の

国
の

基
準

で
あ

る
幼

稚
園

教
育

要
領

に
、

「
教

育
課

程
に

係
る

教
育

時
間

の
終

了
後

等
に

行
う

教
育

活
動

」
と

し
て

位
置

付
け

、
実

施
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
を

示
し

て
お

り
、

各
園

で
は

こ
れ

に
基

づ
き

対
応

。

〈
正

規
の

教
育

時
間

と
預

か
り

保
育

〉

教
育

課
程

に
係

る
教

育
標

準
時

間
（
４

ｈ
）

預
か

り
保

育

夕
方

早
朝

預
か

り
保

育

幼
稚
園
に
お
け
る
「
預
か
り
保
育
」
の
概
要

1

1

重点番号２：一時預かり事業(幼稚園型)の人員配置基準の緩和及び幼稚園免許更新対象者の拡大(文部科学省)



【
趣

旨
】

幼
稚

園
等

に
お

い
て

、
主

に
在

籍
園

児
（
１

号
認

定
子

ど
も

）
を

対
象

に
実

施
す

る
預

か
り

保
育

に
係

る
支

援
を

行
う

も
の

【
実

施
主

体
】

市
区

町
村

（
市

区
町

村
が

認
め

た
者

へ
委

託
等

も
可

）

【
要

件
】

・
実

施
場

所
幼

稚
園

又
は

認
定

こ
ど

も
園

（
公

立
・
私

立
）

・
対

象
児

童
主

に
在

籍
園

児
（
１

号
認

定
子

ど
も

）
※

非
在

籍
園

児
の

利
用

が
少

数
で

あ
る

こ
と

等
の

場
合

に
は

非
在

籍
園

児
も

預
か

り
可

能

・
配

置
職

員
認

可
保

育
所

と
同

じ
０

歳
児

３
：
１

１
・
２

歳
児

６
：
１

３
歳

児
２

０
：
１

４
歳

以
上

児
３

０
：
１

上
記

配
置

基
準

に
よ

り
算

出
さ

れ
る

必
要

教
員

数
が

1
人

の
場

合
、

か
つ

幼
稚

園
等

の
職

員
（
保

育
士

又
は

幼
稚

園
教

諭
）
か

ら
の

支
援

を
受

け
ら

れ
る

場
合

は
、

専
任

職
員

は
１

人
で

可
（
※

職
員

は
常

勤
・
非

常
勤

を
問

わ
な

い
）

・
職

員
資

格
保

育
士

、
幼

稚
園

教
諭

免
許

状
所

有
者

又
は

市
町

村
長

等
が

行
う

研
修

を
修

了
し

た
者

（
子

育
て

支
援

員
）

（
当

分
の

間
、

①
小

学
校

教
諭

普
通

免
許

状
所

有
者

、
②

養
護

教
諭

普
通

免
許

状
所

有
者

、
③

幼
稚

園
教

諭
教

職
課

程
・
保

育
士

養

成
課

程
を

履
修

中
の

学
生

で
教

育
・
保

育
に

係
る

基
礎

的
な

知
識

を
習

得
し

て
い

る
と

市
町

村
長

が
認

め
る

者
、

④
幼

稚
園

教
諭

、
小

学
校

教
諭

又
は

養
護

教
諭

の
普

通
免

許
状

を
有

し
て

い
た

者
を

含
む

）

※
た

だ
し

、
担

当
職

員
の

２
分

の
１

（
当

分
の

間
、

３
分

の
１

）
以

上
は

、
保

育
士

又
は

幼
稚

園
教

諭
免

許
状

所
有

者

一
時
預
か
り
事
業
（
幼
稚
園
型
Ⅰ
）
に
つ
い
て
（
Ｈ
３
０
）

※
算

出
さ

れ
る

数
が

１
人

の
場

合
で

も
２

人
以

上
配

置

※
 新

制
度

移
行

園
は

一
時

預
か

り
事

業
（
幼

稚
園

型
）
を

活
用

す
る

こ
と

が
基

本
（
経

過
措

置
と

し
て

、
私

学
助

成
の

預
か

り
保

育
補

助
を

受
け

る
こ

と
も

可
能

）

2
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一
時
預
か
り
事
業
（
幼
稚
園
型
）
な
ど
の
職
員
配
置
要
件
に
つ
い
て

○
一

時
預

か
り

事
業

（
幼

稚
園

型
）
に

従
事

す
る

職
員

の
配

置
に

つ
い

て
は

、
幼

稚
園

本
体

の
教

員
に

よ
る

支
援

を
受

け
ら

れ
る

こ
と

も
考

慮
し

、
他

の
事

業
・
施

設
と

比
べ

て
、

柔
軟

な
要

件
を

設
定

（
下

表
の

赤
字

部
分

）
。

○
平

成
２

９
年

４
月

時
点

で
、

公
立

幼
稚

園
の

約
４

５
％

が
本

事
業

を
利

用
。

な
お

、
現

時
点

で
本

事
業

を
利

用

し
て

い
な

い
園

に
つ

い
て

も
、

大
半

は
、

本
事

業
の

職
員

配
置

要
件

を
充

足
し

て
い

る
と

承
知

。

一
時

預
か

り
事

業
（
幼

稚
園

型
）

一
時

預
か

り
事

業
（
一

般
型

）
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園

職
員

数

３
歳

児
２

０
：
１

同
左

同
左

※
加

算
で

１
５

：
１

に
対

応

４
・
５

歳
児

３
０

：
１

同
左

同
左

有
資

格
者

割
合

１
／

３
（
保

育
士

又
は

幼
稚

園
教

諭
）

１
／

２
（
保

育
士

）
基

本
的

に
全

員
（
保

育
士

・
保

育
教

諭
）

有
資

格
者

以
外

の
職

員

・
子

育
て

支
援

員

・
小

学
校

教
諭

免
許

所
有

者

・
養

護
教

諭
免

許
所

有
者

・
養

成
課

程
を

履
修

中
の

学
生

・
更

新
講

習
を

受
講

せ
ず

免
許

状
が

失
効

し
た

者

子
育

て
支

援
員

―

3
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（
1）

現
職

教
員

（
2）

校
長

、
副

校
長

、
教

頭
、

指
導

主
事

等

更
新

講
習

の
受

講
対

象
者

に
つ

い
て

（
1）

学
校

の
校

長
、

副
校

長
、

教
頭

又
は

教
育

職
員

で
あ

っ
た

者
で

あ
っ

て
、

教
育

職
員

と
な

る
こ

と
を

希
望

す
る

者

（
2）

認
定

こ
ど

も
園

や
認

可
保

育
所

等
で

勤
務

す
る

保
育

士

（
3）

教
育

職
員

に
任

命
さ

れ
、

又
は

雇
用

さ
れ

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
者

例
：
教

員
採

用
内

定
者

、

教
育

委
員

会
や

学
校

法
人

な
ど

が
作

成
し

た
臨

時
任

用
（
ま

た
は

非
常

勤
）
教

員

リ
ス

ト
に

登
載

さ
れ

て
い

る
者

１
教
育
職
員
及
び
教
育
の
職
に
あ
る
者

２
教
育
職
員
に
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
者
及
び
こ
れ
に

準
ず
る
も
の

4
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教
員

免
許

更
新

制
の

関
係

法
令

5

教
育

職
員

免
許

法
 

（昭
和

２
４

年
５

月
３

１
日

法
律

第
１

４
７

号
） 

  （
免
許
状
更
新
講
習
）
 

第
九
条
の
三
 

３
 
免
許
状
更
新
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
限
り
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
  

一
 
教
育
職
員
及
び
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
教
育
の
職
に
あ
る
者
  

二
 
教
育
職
員
に
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
  

 免
許

状
更

新
講

習
規

則
 

（平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

文
部

科
学

省
令

第
１

０
号

） 
 （
講
習
を
受
講
で
き
る
者
）
 

第
九
条
 
免
許
法
第
九
条
の
三
第
三
項
第
一
号
 に

規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
教
育
の
職
に
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
普
通
免
許
状
若
し
く
は
特
別
免
許
状
を
有
す
る
者
、
普
通
免

許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
者
、
教
員
資
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
、
免
許
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
 若

し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
 に

規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
又

は
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
 （

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
二
条
 の

表
の
上
欄
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
  

一
 
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
 に

規
定
す
る
職
員
そ
の
他
の
学
校
給
食
の
栄
養
に
関
す
る
専
門
的
事
項
を
つ

か
さ
ど
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
並
び
に
教
育
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
学
校
給
食
の
適
切
な
実
施
に
係
る
指
導
を
担
当
す
る

者
並
び
に
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
九
条
の
三
 に

規
定
す
る
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
又
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）

（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
専
ら
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
の
養
護
に
従
事
す
る
職
員
で
常
時
勤
務
に
服
す
る
者
 

二
 
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
そ
の
他
教
育
委
員
会
に
お
い
て
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
者
と
し
て
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
 

三
 
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
又
は
次
に
掲
げ
る
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
で
、
前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
 

イ
 
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
 に

規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
及
び
同
条
第
三
項
 に

規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
 

ロ
 
地
方
独
立
行
政
法
人
法
 （

平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
 に

規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
 

ハ
 
私
立
学
校
法
 （

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
 に

規
定
す
る
学
校
法
人
 

ニ
 
社
会
福
祉
法
 （

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
 に

規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ホ
 
独
立
行
政
法
人
通
則
法
 （

平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
 に

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
 

四
 
前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
  

 ２
 
免
許
法
第
九
条
の
三
第
三
項
第
二
号
 に

規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
普
通
免
許
状
若
し
く
は
特
別
免
許
状
を
有
す
る
者
、
普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格

を
得
た
者
、
教
員
資
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た
者
、
免
許
法
第
十
六
条
の
三
第
二
項
 若

し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
 に

規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
教
育
職
員
免
許
法
施

行
法
第
二
条
 の

表
の
上
欄
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
  

一
 
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
又
は
教
育
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
教
育
職
員
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
  

二
 
次
に
掲
げ
る
施
設
に
勤
務
す
る
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
 （

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
四
第
五
項
 に

規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育

士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
）
 

イ
 
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
 に

規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
。
）
 

ロ
 
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
 に

規
定
す
る
保
育
所
 

ハ
 
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
 に

規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
 に

規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
（
幼
稚
園
を
設
置
す
る
者
が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

参
考
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【重
点
事
項
５
】家
庭
的
保
育
事
業
等
に
お
け
る
連
携
施
設
に
関
す
る
要
件
の
見
直
し

１
．
現
行
制
度
に
つ
い
て

○
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
※
１
）
は
、①
集
団
保
育
の
提
供
な
どの
保
育
内
容
の
支
援
、②
職
員
が
病
気
の
場
合
等
の
代
替
保
育
の

提
供
、③
３
～
５
歳
児
の
受
け
皿
の
確
保
、の
連
携
を
連
携
施
設
（
保
育
所
、認
定
こど
も
園
又
は
幼
稚
園
（
※
２
）
）
か
ら確
保
しな

け
れ
ば
な
らな
い
。

（
※
１
）
家
庭
的
保
育
事
業
、小
規
模
保
育
事
業
、事
業
所
内
保
育
事
業
（
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
③
の
み
）

（
※
２
）
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う場
所
以
外
に
お
い
て
代
替
保
育
を
提
供
す
る
場
合
は
、保
育
所
、認
定
こど
も
園
、幼
稚
園
、小
規
模
保
育
事
業
（
Ａ
型
、Ｂ
型
）
、事
業
所
内
保
育
事
業
。家
庭
的
保
育

事
業
を
行
う場
所
に
お
い
て
代
替
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、事
業
の
規
模
等
を
勘
案
して
そ
の
他
市
区
町
村
が
適
切
と認
め
る
事
業
所
。

○
連
携
施
設
の
確
保
が
著
しく
困
難
で
あ
って
、適
切
な
支
援
を
行
え
る
と市
町
村
が
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、平
成
31
年
度
末
ま
で

の
間
、連
携
施
設
を
確
保
しな
い
こと
が
で
き
る
。

３
．
回
答
に
つ
い
て

○
保
育
の
受
け
皿
確
保
に
当
た
って
は
、一
定
の
保
育
の
質
が
確
保
され
て
い
る
認
可
保
育
所
を
中
心
に
整
備
して
い
くこ
とが
必
要
。

家
庭
的
保
育
事
業
等
に
お
け
る
連
携
施
設
の
設
定
は
、代
替
保
育
の
提
供
や
集
団
保
育
を
受
け
る
機
会
の
提
供
な
ど保
育
の
質
の

向
上
の
面
で
も
極
め
て
重
要
な
仕
組
み
。

⇒
連
携
施
設
は
、地
域
の
保
育
の
中
心
的
機
能
を
有
し、
連
携
施
設
とし
て
の
機
能
を
総
合
的
に
担
うこ
とが
で
き
る
、一
定
の
保
育

の
質
が
確
保
され
た
認
可
保
育
園
等
が
担
うこ
とが
望
ま
しい
。

○
５
年
間
の
経
過
措
置
の
延
長
に
つ
い
て
は
、子
ども
・子
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第
65
号
）
の
施
行
後
５
年
の
見
直
し

の
中
で
検
討
。（
「子
ども
・子
育
て
会
議
」に
お
い
て
議
論
）

２
．
主
な
提
案
内
容
に
つ
い
て

○
連
携
施
設
の
対
象
に
自
治
体
の
認
証
保
育
所
や
企
業
主
導
型
保
育
所
な
どを
加
え
る
、連
携
項
目
の
うち
代
替
保
育
の
提
供
を

任
意
項
目
とす
る
とい
う要
件
緩
和
を
行
うこ
と。

○
５
年
間
の
経
過
措
置
期
間
中
に
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
が
連
携
施
設
を
確
保
で
き
な
い
た
め
、経
過
措
置
を
延
長
す
る
こと
。
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重点番号５：家庭的保育事業等における連携施設に関する要件の見直し(厚生労働省)



【重点事項７】 

保育所型事業所内保育事業の受入れ児童の対象年齢の拡充等 

（参考資料） 

 

 

＜事業所内保育事業の定義について＞ 

 

〇 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）抄 

 

第六条の三 （略） 

１２ この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。 

一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについ

て、次に掲げる施設において、保育を行う事業 

イ～ハ （略） 

二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地

域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三

歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行

う事業 
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重点番号７：保育所型事業所内保育事業の受入れ児童の対象年齢の拡充等（厚生労働省）



1 
 

              平成 30 年８月７日 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課                                                                                                                             

 

地方自治法に定める債権の強制徴収について（基礎資料） 

 

 

法：地方自治法（昭和 22年法律第 67 号） 
令：地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号） 

 

 

１．強制徴収の対象となる債権 

 

 強制徴収の対象となるのは、法第 231 条の３第３項に基づき、地方公共団体が、

地方税の滞納処分の例により処分することができる債権。 

 具体的には、分担金、加入金、過料、法律で定める1使用料その他の地方公共団

体の歳入が規定されている。 

 したがって、強制徴収の対象となる債権は、法に定めるもののほか、他の法律

に、地方税の滞納処分の例により処分することができる旨を規定する地方公共

団体の歳入に限られる。 

 

 

【法】 

第二百三十一条の三 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の

歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定

してこれを督促しなければならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地

方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定さ

れた期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係

る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができ

る。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの

とする。 

 
  

                                                   
1 「「法律で定める」の字句は、「使用料」と「その他の普通地方公共団体の歳入」の両方にかか

るものである（昭和 39・3・3 行実。）。」橘田幸雄「債権の強制徴収制度について」『地方自治』

NO.492（昭和 63 年）、106 頁。 
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重点番号11：学校給食費に係る児童手当からの特別徴収（文部科学省）



2 
 

２．強制徴収の特徴・性質 

 

 法第 240 条第 2 項に基づく令第 171 条の 2 は、地方公共団体の債権について、

強制徴収により徴収する債権を除き、地方公共団体が法第 231 条の 3 第 1 項又

は令第 171 条にもとづく督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されな

いときは、裁判上の手続き（強制執行等）をとらなければならない旨を規定。 

 一方、強制徴収（法第 231 条の３第３項）は、地方公共団体が地方税の滞納処

分の例により処分するものであり、裁判上の手続き（強制執行等）によらず、

強制的に債権の内容を実現できる自力執行権を行政庁に認めるもの。 

 すなわち、法は、地方公共団体の債権について、督促をしてもなお履行されな

い場合においては、裁判上の手続きをとることを基本としている。したがって、

これに則らない強制徴収については、その対象となる債権の範囲を安易に拡大

することは適切でなく、法律上、いかなる要件が具備されれば認めうるもので

あるか、ということを重視しつつ、検討を行う必要がある。 

 

 

【法】 

（債権） 

第二百四十条 この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体

の権利をいう。 

２ 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制

執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。 

 

【令】 

（督促） 

第百七十一条 普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第二百三十一条の三第一項に

規定する歳入に係る債権を除く。）について、履行期限までに履行しない者があるときは、

期限を指定してこれを督促しなければならない。 

（強制執行等） 

第百七十一条の二 普通地方公共団体の長は、債権（地方自治法第二百三十一条の三第三

項に規定する歳入に係る債権（以下「強制徴収により徴収する債権」という。）を除く。）

について、地方自治法第二百三十一条の三第一項又は前条の規定による督促をした後相

当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければ

ならない。ただし、第百七十一条の五の措置をとる場合又は第百七十一条の六の規定に

より履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

一 担保の付されている債権（保証人の保証がある債権を含む。）については、当該債権

の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、

又は保証人に対して履行を請求すること。 

二 債務名義のある債権（次号の措置により債務名義を取得したものを含む。）について

は、強制執行の手続をとること。 

三 前二号に該当しない債権（第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行さ

れないものを含む。）については、訴訟手続（非訟事件の手続を含む。）により履行を請

求すること。 
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３．強制徴収の手続 

 

強制徴収は、指定された期限までに納付すべき金額を納付しない者を対象に、主に

次の手続を経るものであり、行政処分を伴う。 

①督促（滞納処分の前提要件2） 

②財産調査 

③滞納処分（財産の差押え、換価、配当等） 

    ＊「滞納処分を組成する各手続は、それぞれ独立した行政処分である。した

がって、差押え、換価、配当等の各処分は独立して不服申立て又は訴訟の対

象となる」3 

 

 なお、強制徴収に携わる徴収職員には、財産調査のための質問検査権が与えられて

いる。このため、徴収職員は、質問検査権に基づき滞納者の物や住居等を把握するこ

とができる。一方、動産の強制執行に携わる執行官は、質問検査権を持たず、私債権

者が申立書に記載した動産の所在場所の範囲でしか執行できない（参考資料参照）。

両者の比較からは、徴収職員は、財産の差押えに際し、質問検査権に基づく広範な捜

索が可能であり、その分、差押えの確実性も高く、強制度が強いと解される。 

 

（参考資料）徴収法と執行法の差異の意味 

 「（前略）両者のそもそもの根本的な相違点は、①滞納処分に対しては手続的な面で自力執

行権が付与されているということ。②国(徴収職員)と私債権者という債権者としての立場に

違いがあるということと考える。 

 債権者でありながら徴収職員には財産調査のために質問検査権(徴収法 141)が与えられ、滞

納処分のため必要があるときには捜索の権限(徴収法 142)が認められている。捜索の権限に

関しては、執行官においても、債務者が占有する動産の差押えを行う際に、債務者の住居等

の場所に立ち入り、債務者の占有する金庫等について目的物を捜索することができる(執行法

123②)。しかしながら、その前提として、私債権者は申立書に差し押えるべき動産の所在場

所を記載する必要があり、執行官はその範囲でのみしか執行することができない。これに対

して、徴収職員による捜索は、滞納者等の物又は住居その他の場所につき行うことができる

が、その物や場所は、徴収職員自身が有する質問検査権等に基づき把握することができる。 

つまり、徴収職員と執行官との権限の差もあるが、広範囲の調査権を持つ債権者たる国(徴収

職員)と調査権を持たない私債権者とでは、債権者としての立場が著しく相違しているのであ

る。さらに、執行法、強制執行においては、債権者と債務者が対等であるということも大き

な相違点である。」4  

                                                   
2 橘田、104 頁。「督促は滞納処分の前提要件であるから、督促がなされない限り滞納処分手続

きに入ることはできない。」「なお、地方税法（昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号）においても

督促状の発布は滞納処分の前提要件となっている（地方税法の督促及び滞納処分に関する規定

は、各税目ごとに置かれている。例えば、法人等の道府県民税につき同法第 66 条以下等。）。」 
3 国税庁『国税徴収法（平成 30 年度版）』第１章総説第 1 節国税徴収法のあらまし、６頁。 
4 谷川英昭（税務大学校研究部教育官）「差押禁止財産に関する考察」『税務大学校論叢』57 号

（平成 20 年）。 
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4 
 

平成 30 年８月７日 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

地方公共団体による学校給食費の強制徴収について（検討） 

 

 地方公共団体は、地方税の滞納処分の例により処分する（行政処分を行う）こと

ができる主体として、法律に規定しうる。 

 一方、国立学校の設置者である国立大学法人や私立学校の設置者である学校法人
5については、地方税の滞納処分の例により処分を行いうる主体として、法律に規

定しえない。 

 もとより、学校給食法は、学校の設置者が公的主体又は私的主体のいずれである

かを区別せず、学校給食の実施を努力義務として規定している。このような法律

の構成において、学校給食費について、地方公共団体が地方税の滞納処分の例に

より処分を行うことができる旨を規定することは、学校給食を実施する公立学校

の設置者である地方公共団体のみに自力執行権を付与することとなり、適当では

ない。 

 また、自力執行権という強制的で強力な権限を地方公共団体に付与するにあたっ

ては、これを基礎づけるに足る法律上の要件が不可欠と考える。 

 このような観点から、地方公共団体が地方税の滞納処分の例により処分を行いう

る歳入について規定する法律を調査すると、【別添】のとおり、当該歳入と密接に

関わる事業や行為が、地方公共団体の義務として規定されており、法律上の強い

責務があることが確認できる。換言すれば、各地方公共団体は、自らの意思によ

って当該事業や行為を免れることができず、必ず実現しなければならないがゆえ

に、これに必要な収入をより確実に得られる手段が付与されているといえる。 

 このことから、学校給食費について、地方公共団体が地方税の滞納処分の例によ

り処分を行うことができる旨を法律に規定するにあたっては、同時に、学校給食

の実施を学校の設置者の義務として規定し直す必要がある。しかしながら、そも

そも、学校給食の実施を学校の設置者の義務としなければならない実情はない。

また、公立学校の設置者は地方公共団体であり、地方分権の推進に反することか

ら、学校給食の実施を義務とすることはできない。 

 以上から、地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能とすることは困難で

ある。 

 

◆学校給食法（昭和 29年法律第 160 号） 

（義務教育諸学校の設置者の任務） 

第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施される

ように努めなければならない。  

                                                   
5 私立学校には、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）に基づく学校設置会社もある

が、これまで、学校給食を実施する者は把握していない。 
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【別添】 
 

 地方公共団体が地方税の滞納処分の例により処分を行いうる歳入について 

規定する法律の例 

 

◆国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号） 

（保険者） 

第三条 都道府県は、当該都道府県内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）とともに、この

法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 

（滞納処分） 

第七十九条の二 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治

法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。 

 

◆介護保険法（平成９年法律第 123 号） 

（保険者） 

第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとす

る。 

（滞納処分） 

第百四十四条 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法

第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。 

 

◆高齢者の医療の確保に関する法律 （昭和 57 年法律第 80 号） 

（後期高齢者医療） 

第四十七条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものと

する。 

（広域連合の設立） 

第四十八条 市町村は、後期高齢者医療の事務（保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進

に寄与するものとして政令で定める事務を除く。）を処理するため、都道府県の区域ごとに当

該区域内のすべての市町村が加入する広域連合（以下「後期高齢者医療広域連合」という。）

を設けるものとする。 

（特別会計） 

第四十九条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出につ

いて、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 

（被保険者） 

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療

の被保険者とする。 

一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者 
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二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、

厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢

者医療広域連合の認定を受けたもの 

（広域連合の設立） 

（滞納処分） 

第百十三条 市町村が徴収する保険料、後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した一

部負担金その他この章の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規

定する法律で定める歳入とする。 

 

◆母子保健法 （昭和 40年法律第 141 号） 

（未熟児の訪問指導） 

第十九条 市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると

認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪

問させ、必要な指導を行わせるものとする。 

２ 第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。 

（養育医療） 

第二十条 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対

し、その養育に必要な医療（以下「養育医療」という。）の給付を行い、又はこれに代え

て養育医療に要する費用を支給することができる。 

２ 前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限

り、行なうことができる。 

３ 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。 

一 診察 

二 薬剤又は治療材料の支給 

三 医学的処置、手術及びその他の治療 

四 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 

五 移送 

（費用の徴収） 

第二十一条の四 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当

該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の

全部又は一部を徴収することができる。 

３ 第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税

の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、

国税及び地方税に次ぐものとする。 

 

◆児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 

第二十一条の六 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス（以下「障害福祉サービス」

という。）を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若し
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くは特例障害児通所給付費又は同法に規定する介護給付費若しくは特例介護給付費（第五

十六条の六第一項において「介護給付費等」という。）の支給を受けることが著しく困難で

あると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害児通所支援若し

くは障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害児通所支援若しくは障害

福祉サービスの提供を委託することができる。 

第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者

の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保

育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認定

こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされた

ものを除く。）において保育しなければならない。 

２ 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こ

ども園（子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的

保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事

業をいう。以下同じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。 
５ 市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおや

むを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型

給付費（同法第二十八条第一項第二号に係るものを除く。次項において同じ。）又は同法

に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費（同法第三十条第一項第二号

に係るものを除く。次項において同じ。）の支給に係る保育を受けることが著しく困難で

あると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こ

ども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こ

ども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。 

６ 市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法

第四十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によるあつせん又は要請その他市町村によ

る支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由によ

り同法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法に規定する地域型保育

給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難である

と認めるときは、次の措置を採ることができる。 

一 当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型

認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携

型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。 

二 当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による

保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等

により保育を行うことを委託すること。 

第五十一条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 

一 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不

自由児通所医療費の支給に要する費用 

二 第二十一条の六の措置に要する費用 

14



8 
 

三 市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用（都道府県の設置する助産

施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。） 

四 第二十四条第五項又は第六項の措置（都道府県若しくは市町村の設置する保育所若し

くは幼保連携型認定こども園又は都道府県若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係

るものに限る。）に要する費用 

五 第二十四条第五項又は第六項の措置（都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所

若しくは幼保連携型認定こども園又は都道府県及び市町村以外の者の行う家庭的保育事

業等に係るものに限る。）に要する費用 

（以下略） 

第五十六条  

２ 第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号から第七号の三までに規定する費

用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号から第五号までに規定する費用を支弁した市

町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一

部を徴収することができる。 

６ 第一項又は第二項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者がある

ときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項に規定する費用については地方

税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順

位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

７ 保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護

者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当

該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けるこ

とに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合

において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ず

るおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育

を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こど

も園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請

求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合におけ

る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

一 子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又

は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額

を控除して得た額（当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額）又は同法第二

十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定

める額を限度として市町村が定める額（当該市町村が定める額が現に当該特定教育・

保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額）の

合計額 

二 子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼

児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村

が定める額（当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超え

るときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）の合計額から同条第四項におい
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て準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額

（当該支払がなされなかつたときは、当該合計額） 

 

◆子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号） 

附 則 

（保育所に係る委託費の支払等） 

第六条 市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うた

め、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設（都道府県及び市町村以外の者が

設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。）から特定教育・保

育（保育に限る。以下この条において同じ。）を受けた場合については、当該特定教育・

保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」とい

う。）に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教

育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認

定保育に要した費用の額）に相当する額（以下この条において「保育費用」という。）を

当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定

は適用しない。 

４ 第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育

認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収し

た場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子ど

もの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。 

７ 第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地

方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の

順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 
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重点番号13：農地中間管理事業に係る制度の見直し（農林水産省）
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を
推
進

出 し 手
借

受
け

受 け 手
貸

付
け

農
地

中
間

管
理

機
構

の
整
備
・活

用
（法

整
備
・予

算
措
置
・現

場
の
話
合
い
を
セ
ッ
ト
で
推
進
）

農
地

中
間

管
理

機
構

（
農

地
集

積
バ

ン
ク
）

（
都

道
府

県
に
１
つ
）

政
策

の
展

開
方

向

農
地
中
間
管
理
機
構
と
は

○
今

後
10

年
間

で
、
担

い
手

の
農

地
利

用
が

全
農

地
の

８
割

を
占

め
る
農

業
構

造
を
実

現
（
農

地
の

集
積

・
集

約
化

で
コ
ス
ト
削

減
）

目
標

地
域
内
の
分
散
・
錯
綜
し
た
農
地
利

用
担

い
手

ご
と
に
集

約
化

し
た
農

地
利

用

Ａ

Ｂ
Ｃ

農
地

の
集

積
・
集

約
化

で
コ
ス
ト
削

減

農
地

の
集

約
（
イ
メ
ー
ジ
）

１
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45
%

50
%

55
%

60
%

21
22

23
24

25
26

27
28

29
05101520

26
27

28
29

農
地
中
間
管
理
機
構
に
よ
る
農
地
集
積
の
状
況
（
平
成
29
年
度
）

○
農
地
中
間
管
理
機
構
が
活
動
を
開
始
し
た
平
成
26
年
度
以
降
、
担
い
⼿
へ
の
農
地
の
集
積
⾯
積
は
再
び
上
昇
に
転
じ
、

平
成
29
年
度
は
4.
1万

㏊
増
加
し
、
そ
の
シ
ェ
ア
は
55
.2
％
と
な
っ
た
。

○
平
成
35
年
の
⽬
標
（
担
い
⼿
の
シ
ェ
ア
８
割
）
の
達
成
に
向
け
て
、
更
な
る
加
速
化
が
必
要
。

○
こ
の
た
め
、
昨
年
度
の
⼟
地
改
良
法
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
農
家
負
担
の
な
い
農
地
整
備
事
業
や
、
今
国
会
で
の
基

盤
法
改
正
に
よ
り
措
置
さ
れ
た
所
有
者
不
明
農
地
対
策
な
ど
、
機
構
に
関
連
し
て
創
設
さ
れ
た
制
度
の
本
格
的
な
活
⽤
を

進
め
る
。

○
ま
た
、
機
構
法
の
施
⾏
後
５
年
後
⾒
直
し
の
検
討
の
中
で
、

①
煩
雑
で
時
間
が
掛
か
る
と
⾔
わ
れ
て
い
る
機
構
の
⼿
続
の
⾒
直
し

②
機
構
以
外
の
農
地
集
積
⼿
法
の
⾒
直
し

等
を
進
め
る
。

（
万
h
a）

2
.4
万

1
0
.0
万

1
4
.2
万

農
地

中
間

管
理

機
構

の
取

扱
実

績
全
耕
地
面
積
に
占
め
る
担
い
手
の
利
用
面
積
の
シ
ェ
ア

（
機

構
以

外
に
よ
る
も
の

を
含

む
）

目
標

（
Ｈ
3
5
年

に
８
割

）
（
累

積
転

貸
面

積
）

1
8
.5
万

26
年

度
27

年
度

28
年

度
29

年
度

H2
1

H2
5

H2
7

H2
8

H2
9

48
.0
％

48
.7
％

55
.2
％

＋
6.
2万

㏊

＋
4.
1万

㏊

54
.0
％

50
.3
％

52
.3
％

＋
4.
2万

㏊

＋
4.
3万

㏊

う
ち
機

構
転

貸
＋
1.
7万

㏊
そ
れ
以
外

＋
2.
4万

㏊

う
ち
機

構
転

貸
＋
1.
9万

㏊
そ
れ
以
外

＋
4.
3万

㏊

２
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農
地
中
間
管
理
事
業
の
⼿
続
・
期
間

機
構

配
分
計
画

作
成
・
申
請

約
２
週
間

県
県

所
有

者
・
受

け
手

と
の

交
渉

農
業
委
員
会

集
積
計
画
作
成
・

決
定
・
公
告

約
２
週
間

市
町
村

集 積 計 画 公 告

配
分
計
画
案
の
作
成
・
提
出

約
２
週
間

所
有

者
→

機
構

機
構

→
受

け
手

農
業
委
員
会

市
町
村

配 分 計 画 公 告

県

審
査
・
決
裁

約
１
週
間

縦
覧

２
週
間
（
法
定
）

配
分
計
画
認
可

決
裁
・
公
告
手
続

約
２
週
間

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
農

地
中

間
管

理
機

構
法

〔
農

地
中

間
管

理
事

業
〕

〔
農

地
利

用
集

積
円

滑
化

事
業

〕

所
有

者
・
受

け
手

と
の

交
渉

農
業
委
員
会

集
積
計
画
作
成
・

決
定
・
公
告

約
２
週
間

市
町
村

集 積 計 画 公 告

所
有

者
→

円
滑

化
団

体
→

受
け

手
（

一
つ

の
計

画
で

権
利

設
定

）

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法

○
農
地
中
間
管
理
事
業
に
お
い
て
は
、
担
い
⼿
の
規
模
拡
⼤
が
進
み
市
町
村
の
区
域
を
超
え
て
農
業
経
営
を
⾏
う
者
が
増

え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
農
地
の
貸
借
を
⼀
括
し
て
⾏
う
た
め
、
機
構
が
貸
借
に
係
る
計
画

を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
が
そ
れ
を
認
可
す
る
こ
と
に
よ
り
貸
借
の
効
果
が
⽣
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
ま
た
、
農
地
の
貸
付
先
に
選
ば
れ
る
か
否
か
で
借
受
希
望
者
の
規
模
拡
⼤
に
影
響
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
貸
付
け
に

際
し
て
、
利
害
関
係
⼈
に
２
週
間
の
意
⾒
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
⼿
続
を
設
け
て
い
る
。

○
機
構
か
ら
貸
し
付
け
た
農
地
の
貸
借
の
期
間
の
終
了
後
は
、
そ
の
時
点
で
の
状
況
に
応
じ
て
再
度
貸
付
先
を
検
討
す
る

こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
⼀
の
者
に
貸
し
付
け
る
場
合
で
も
、
再
度
同
様
の
⼿
続
を
⾏
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 ３
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所
有

者
・
受

け
手

と
の

交
渉

農
業

委
員

会
市

町
村

集
積
計
画
作
成
・
公

告
約

２
週

間

配
分
計
画
案
作
成

・
提

出
約

２
週

間

市
町

村
農

業
委

員
会

機
構

配
分

計
画

申
請

即
日

認
可
公
告

即
日

○
⼿
続
期
間
短
縮
化
の
例
（
上
記
の
通
知
に
お
い
て
⽰
し
た
も
の
）

【
短

縮
化

工
夫

②
】

ア
）
集
積
計
画
作
成
と
配
分
計
画
案
作
成

の
手
続
を
並
行
し
て

進
め
る
。
（
集

積
計

画
の
決
定
と
配
分
計
画
案
の
意
見
決
定
を
同

日
の
農
業
委

員
会
で
行
う
こ
と
も
可
能
）

イ
）
農

業
委

員
会

の
開

催
回

数
を
増

や
す
。

【
短

縮
化

工
夫

①
】

所
有

者
・
受

け
手

と
の

交
渉

の
段

階
か

ら
機

構
・
県

が
市

町
村

等
と
情
報
を
共
有
し
、
事
務
書
類
の

準
備

や
貸

付
先

決
定

ル
ー
ル

と
の
適
合
性
の
確
認
等
を
事
前
に

行
っ
て
お
く
。

配 分 計 画 公 告

県

配
分

計
画

縦
覧

２
週

間
（
法

定
）

県
県

審
査

・
決

裁
数

日

【
短

縮
化

工
夫

③
】

縦
覧

の
た
め
の

決
裁

時
に
、
縦

覧
期

間
中
に
利
害
関
係
人
か
ら
意
見
書
の

提
出

が
な
か

っ
た
場

合
は

認
可

の
公

告
を
す
る

旨
も
併
せ
て
決
裁
を
済
ま
せ
る
。

計
約

５
週

間

【
短

縮
化

工
夫

⑤
】

配
分

計
画

の
認

可
公

告
を
一

月
に
複

数
回

行
う
こ
と
で
、
市

町
村

で
の

配
分

計
画
案
の
作
成
時
期
と
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を

解
消
す
る
。

【
短

縮
化

工
夫

④
】

縦
覧
の
公
告
及
び
認
可
公
告
に
つ
い

て
、
県

の
公

報
を
使

用
せ

ず
、
県

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
随

時
行

う
。

農
地
中
間
管
理
事
業
の
⼿
続
の
短
縮
化
に
向
け
た
取
組

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
⼿
続
の
短
縮
化
に
向
け
、
運
⽤
上
の
⼯
夫
を
取
り
ま
と
め
て
、
各
都
道
府
県
・
農
地
中
間
管
理

機
構
に
対
し
て
通
知
（
平
成
27
年
12
⽉
・
平
成
28
年
12
⽉
）
。

○
機
構
か
ら
同
⼀
の
農
業
者
に
再
度
同
じ
農
地
を
貸
し
付
け
る
場
合
や
、
農
地
所
有
適
格
法
⼈
で
あ
る
こ
と
が
農
業
委
員

会
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
法
⼈
に
貸
し
付
け
る
場
合
等
に
、
配
分
計
画
の
認
可
に
際
し
て
、
機
構
か
ら
都
道
府
県
知
事

に
提
出
す
る
書
類
の
⼀
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
省
令
を
改
正
（
平
成
30
年
７
⽉
施
⾏
）
。

４
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既 に 設 定 済 の 農 地 中 間 管 理 権

市 町 村 は 、 農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 全 部 又 は 一 部 の

撤 回 及 び 再 取 得 に つ い て 、 農 用 地 等 の 所 有 者

及 び 機 構 の 同 意 を 得 る

※ 機 構 は 、 農 地 中 間 管 理 権 の

再 取 得 に 当 た り 、 機 構 関 連

事 業 が 行 わ れ る こ と が あ る

こ と に つ い て 説 明

農 業 委 員 会 の 決 定

（ 農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 全 部 又 は 一 部 の 撤 回

及 び 新 た な 農 用 地 利 用 集 積 計 画 に つ い て 決 定 ）

農 用 地 利 用 集 積 計 画 の

全 部 又 は 一 部 を 撤 回

新 た な 農 用 地 利 用

集 積 計 画 の 作 成

※ 同 時 公 告 す る こ と に

よ り 事 務 を 簡 素 化

農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 公 告

（ 農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 撤 回 及 び

新 た な 農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 同 時 に 公 告 ）

設 定 済 の 農 地 中 間 管 理 権 が 撤 回 さ れ 、

新 た な 農 用 地 利 用 集 積 計 画 に よ り 、

期 間 1
5

年 以 上 の 農 地 中 間 管 理 権 を 取 得

機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
の
実
施
に
向
け
た
⼿
続
の
簡
素
化

５

○
平
成
29
年
の
改
正
⼟
地
改
良
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
は
、
農
業
者
の
申
請
、
同
意
及
び
費
⽤

負
担
に
よ
ら
ず
⾏
う
⼟
地
改
良
事
業
で
あ
る
。

○
こ
の
事
業
の
創
設
に
伴
い
、
農
地
中
間
管
理
権
の
取
得
に
当
た
っ
て
あ
ら
か
じ
め
当
該
事
業
が
⾏
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
機
構
か
ら
農
地
所
有
者
に
対
し
て
説
明
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
改
正
⼟
地
改
良
法
の
施
⾏
（
平
成
29
年
９

⽉
25
⽇
）
後
に
そ
の
説
明
を
し
た
上
で
農
地
中
間
管
理
権
を
取
得
し
た
農
⽤
地
が
こ
の
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

○
こ
の
た
め
、
改
正
⼟
地
改
良
法
の
施
⾏
前
に
農
地
中
間
管
理
権
を
取
得
し
た
農
⽤
地
に
つ
い
て
は
、
⼀
度
解
約
し
再
取

得
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
⼿
続
に
つ
い
て
、
個
別
に
農
地
法
に
基
づ
く
合
意
解
約
⼿
続
を
⾏
う
の
で
は
な
く

（
農
業
委
員
会
へ
の
通
知
が
必
要
）
、
市
町
村
に
よ
る
集
積
計
画
の
撤
回
で
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
の
解
釈
を

⽰
し
、
⼿
続
が
簡
素
化
さ
れ
る
よ
う
、
事
務
連
絡
を
発
出
し
た
と
こ
ろ
（
平
成
29
年
９
⽉
）
。

○
農
地
中
間
管
理
権
の
再
取
得
の
⼿
続
の
簡
素
化
の
例
（
上
記
の
通
知
に
お
い
て
⽰
し
た
も
の
）
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○
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る
法

律
（
平

成
2
5
年

法
律

第
1
0
1
号

）
（
抄

）
（
農
用
地
利
用
配
分
計
画
）

第
十
八
条

農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
農

地
中

間
管

理
権

を
有

す
る
農

用
地

等
に
つ
い
て
賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

に
よ
る
権
利
の
設
定
又
は
移
転
（
以

下
こ
の

条
及

び
第

二
十

一
条

第
一

項
に
お
い
て
「
賃

借
権

の
設

定
等

」
と
い

う
。
）
を
行

お
う
と
す
る
と
き
は

、
農

林
水

産
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農

用
地

利
用

配
分

計
画

を
定

め
、
都

道
府

県
知

事
の

認
可

を
受

け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

３
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
旨
を
公
告
し
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
害
関
係
人
は
、
当
該
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計

画
に
つ
い
て
、
都

道
府

県
知

事
に
意

見
書

を
提

出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
（
略
）

５
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨

を
、
関

係
農

業
委

員
会

に
通

知
す
る
と
と
も
に
、
公

告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６
前

項
の

規
定

に
よ
る
公

告
が

あ
っ
た
と
き
は

、
そ
の

公
告

が
あ
っ
た
農

用
地

利
用

配
分

計
画

の
定

め
る
と
こ
ろ
に

よ
っ
て
賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

に
よ
る
権

利
が

設
定

さ
れ

、
又

は
移

転
す
る
。

７
（
略
）

（
計
画
案
の
提
出
等
の
協
力

）
第
十
九
条

農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
定
め
る
場
合
に
は
、
市
町
村
に
対
し
、
農
用
地
等

の
保

有
及

び
利

用
に
関

す
る
情

報
の

提
供

そ
の

他
必

要
な
協

力
を
求

め
る
も
の

と
す
る
。

２
農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
前

項
の

場
合

に
お
い
て
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
市

町
村

に
対

し
、
そ
の

区
域

に
存
す
る
農
用
地
等
（
農
地
中
間
管
理

機
構

が
農

地
中

間
管

理
権

を
有

す
る
も
の

に
限

る
。
）
に
つ
い
て
、
前

条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同

条
第

四
項

各
号

の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
農

用
地

利
用

配
分

計
画

の
案

を
作

成
し
、
農

地
中

間
管

理
機

構
に
提

出
す
る
よ
う
求

め
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
市

町
村

は
、
前

二
項

の
規

定
に
よ
る
協

力
を
行

う
場

合
に
お
い
て
必

要
が

あ
る
と
認

め
る
と
き
は

、
農

業
委

員
会

の
意

見
を
聴

く
も
の

と
す
る
。

６
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（
業
務
の

委
託
）

第
二
十
二
条

農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
決
定
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
農
地

中
間

管
理

事
業

に
係

る
業

務
を
他

の
者

に
委

託
し
て
は

な
ら
な
い
。

２
農
地
中
間

管
理
機
構
は
、
農

地
中

間
管

理
事

業
に
係

る
業

務
（
前

項
に
規

定
す
る
業

務
を
除

く
。
）
の

一
部

を
他

の
者

に
委

託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
あ
ら
か

じ
め
、
都

道
府

県
知

事
の

承
認

を
受

け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
前
二
項
の
規
定
は
、
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
の
求
め
に
は
、
適
用
し
な
い
。

附
則

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
農
地
中
間
管
理
事
業
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
業

に
関
し
、
そ
の
実
施
主
体
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
す
る
国
の
財
政
措
置
の
見
直
し
（
農
地
中
間
管
理
機
構
に
対
す

る
賃
料
に
係
る
助
成
の
見
直
し
を
含
む
。
）
そ
の

他
の

こ
れ

ら
の

事
業

の
在

り
方

全
般

に
つ
い
て
検

討
を
加

え
、
そ

の
結

果
に
基

づ
い
て
必

要
な
法

制
上

の
措

置
そ
の

他
の

措
置

を
講

ず
る
も
の

と
す
る
。

２
（
略
）

○
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
法

（
昭

和
5
5
年

法
律

第
6
5
号

）
（
抄

）
（
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の

作
成

）
第
十
八
条

同
意
市
町
村
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
業
委
員
会
の
決
定
を
経
て
、
農
用
地
利

用
集
積
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の

公
告

）
第
十
九
条

同
意
市
町
村
は
、
農
用
地
利
用
集
積
計
画
を
定
め
た
と
き
は

、
農

林
水

産
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
告
の
効
果
）

第
二
十
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
公
告

が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
公

告
が

あ
つ
た
農

用
地

利
用

集
積

計
画

の
定

め
る

と
こ
ろ
に
よ
つ
て
利
用
権
が
設
定
さ
れ
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は
所
有
権
が
移
転
す
る
。

７
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○
土

地
改

良
法

等
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
（
平

成
2
9
年

法
律

第
3
9
号

）
（
抄

）
附

則
第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後

の
土

地
改

良
法

（
以

下
「
新

土
地

改
良

法
」
と
い
う
。
）
第

八
十

七
条

の
三

第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項

に
規

定
す
る
農

地
中

間
管

理
権

に
係

る
農

用
地

（
土

地
改

良
法

第
二

条
第

一
項

に
規

定
す
る
農

用
地

を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
新
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
土
地
改
良
事
業
の

施
行

に
よ
り
農

用
地

へ
の

地
目

変
換

を
予

定
す
る
農

用
地

以
外

の
土

地
が

あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の

土
地

を
含

む
。
）
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

８
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農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業
（
線
的
整
備
事
業
）
の

受
益
地
に
係
る
変
更
要
件
の
明
確
化
に
つ
い
て

平
成
３
０
年
８
月
７
日

農
村
振
興
局

資
料
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重点番号14：土地改良事業に係る受益地の変更要件等の明確化（農林水産省）
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